
 

  中小企業振興資金融資制度要領【個別要領】 

３ 大型設備等導入資金 
１ 目的 

この資金は、工場設備の新設・増設、店舗・事務所（以下「店舗等」という。）の改修や機械化、情報化を図るために事業資金を必

要とする企業に対し、金融の円滑化を図ることを目的とする。 

 

２ 資金種別 

この資金は、工場・店舗等整備融資及びものづくり支援融資により取り扱う。 

 

３ 融資対象 

融資対象は、次に該当するものとする。 

（１）企業規模  共通要領第２条に掲げる企業とする。 

（２）事業実績及び対象業種 

事  業  実  績 共通要領第４条第１項第１号及び第４号に掲げるもの 

対  象  業  種 

工場・店舗等整備融資 ものづくり支援融資 

共通要領第４条第１項第２号及び第３号に掲げ

るものとする。 

※ただし、不動産業については、自社社屋等（事

業実施上、顧客に提供するために保有する収益物

件を除く）の整備に要する資金以外は対象外とす

る。また、公害防止施設・設備に要する資金にあ

っては、共通要領第２条及び第４条第１項第３号

の規定にかかわらず農業（畜産業含む）も対象と

する。 

共通要領第４条第１項第２号及び第３号に掲

げるものとする。 

 

４ 資金使途 

資金使途は、設備資金とし、次のいずれかの目的を有するものとする。なお、融資あっせん申込み以前に工事等の契約（発注含む）

及び施工に着手したものや、機械設備・車両等の契約（発注含む）をしたものについては、原則として融資の対象としない。 

工場・店舗等整備融資 

（１）工場の取得、新・増改築、工場等建設用地の取得及び大型機械設備の導入等に要する資金 

（２）①店舗等の取得、新・増改築及び店内施設の改修等に要する資金 

②店舗等の移転等に要する資金 

③店舗等以外で営業のために必要な施設、設備及び用地の取得に要する資金 

（３）児童福祉事業、介護事業のための施設、設備（施設利用者送迎に供する事業用車両を含

む）に要する資金（新たに事業を営む者も可） 

（４）生産、加工、販売のための機械設備、及び情報機器の購入に要する資金 

（５）搬送用設備や、大型冷蔵庫などの備品類、及び事業用車両（ただし、道路交通法施行規則

第２条で定める普通自動車及び二輪車は除く）の購入に要する資金 

（６）共同店舗、共同施設、集客施設等の建設・整備に要する資金 

（７）従業員のための福利厚生施設の整備に要する資金 

（８）公害防止施設・設備に要する資金（農業（畜産業含む）も対象） 

（９）企業立地促進資金の切替によるもの（運転資金を含む。なお、この場合の運転資金は設備

資金として取り扱う。） 

ものづくり支援融資 
新製品の開発、生産プロセスの改善等、事業革新のための機械設備導入に要する資金（老朽化に

伴う機械設備の更新は除く。） 

 

５ 貸付条件 

貸付条件は、次のとおりとする。 

条件項目 
大型設備等導入資金 

工場・店舗等整備融資 ものづくり支援融資 

貸 付 限 度 額 ２億円 

貸 付 期 間 
１５年以内 

（機械設備のみの場合は１０年以内） 
１０年以内 

据 置 期 間 １年以内 

貸 付 利 率 

固

定

金

利 

 ５年以内 年１．５％ 

１０年以内 年１．８％ 

１５年以内 年２．０％ 

担 保 ・ 保 証 人 融資申込者が取扱金融機関と協議し決定する。 

信 用 保 証 必要により信用保証協会の保証付きにできる。 

※貸付金の単位は「万円」とし、償還元金の単位は「千円」とする。 

※１年を超えた長期資金として取り扱うこととし、返済方法は、「元金均等月割返済」とする。また、端数調整を行う場合は、最



 

終返済において行うこととする。 

※貸付利率は、旭川市中小企業振興資金融資制度の取扱いに係る運用基準に基づき改定することがある。 

※大型設備等導入資金の貸付利率は、旭川市中小企業振興資金融資制度の取扱いに係る運用基準の１貸付利率の（４）例外規定ウ

により、５年以内を１．５％、１０年以内を１．８％、１５年以内を２．０％とする。 

 

６ 申込手続 

（１）融資を受けようとする者は、旭川市中小企業振興資金融資あっせん申込書（共通様式第２号）に必要な資料を添えて、あっせん

機関に申し込むものとする。 

（２）前号の融資あっせん申込書に添付する資料は、次のとおりとする。 
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その他必要な書類（必要に応じて他の資料を求める

場合あり） 

○ 

(３か月以

内のもの) 

○ 

（２期分） 

運転   

○ ○ 

・個別様式第３号 

※必要に応じて 

・建築確認通知書又は確認済証の写し 設備 ○ ○ 

 

７ 企業調査 

あっせん機関は、融資あっせん申込書を受理したときは、設備投資計画の妥当性等について必要ある場合は調査を実施する。 

 

８ 利子補給 

市は、この資金のうち、ものづくり支援融資を借受けした者に対し、別に定める旭川市中小企業振興資金利子補給金交付要領に

基づき、予算の範囲内で利子を補給することができる。 

 

９ 貸付け及び関係書類の保管 

（１）あっせん機関は、対象要件等を審査し、適当と認めたものについて取扱金融機関に融資あっせんを行い、取扱金融機関は審査の

上、速やかに貸付けを実行するものとする。 

（２）取扱金融機関は、この資金で貸付けをしたものについて、関係書類に「市大型設備」の表示をして、返済が完了するまで適切に

保管するものとする。 

 

１０ その他 

前各項のほか、この資金の取扱いに係る細則については、別掲の旭川市中小企業振興資金融資制度運用指針（個別事項）に定め

るものとする。 

 

 

 

中小企業振興資金融資制度運用指針【個別事項】 

大型設備等導入資金 
 

１ 大型店に入居する場合の取扱い 

店内設備に要する資金及び入居資金（保証金、敷金、権利金など）については融資対象とする。また、既に入居している大型店

の改装等で割り付けの変更等に伴う所要資金（保証金など増額分）についても前記と同様に取扱うものとする。 

 

２ コンビニエンスストア化資金の取扱い 

コンビニエンスストアの建設資金については、加入しようとする本部が大企業及び大企業系列のものであっても、その企業が独

立して経営を営んでいる場合（フランチャイズなど）は、融資の対象とする。 

  

３ ものづくり支援融資の取扱い 

機械設備導入に要する資金には、機械設備を稼動させるための付帯設備工事及び導入に伴う建物の新増改築に要する資金を含む

ものとする。 

 

４ 貸付限度額について 

平成２０年度以前に中小企業近代化促進資金を借受けし、申込時点で残高を有している場合は、その貸付残高を含むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 


